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消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会 

議事次第 

 

 

１．日時 平成 24 年８月 21 日（火） 16:00～ 17： 03 

 

２．場所 消費者委員会大会議室１ 

 

３．出席者 

（委員） 

   河上委員長、山口委員長代理、小幡委員、川戸委員、 

  夏目委員、細川委員、村井委員、吉田委員 

（参加団体） 

主婦連合会 有田芳子副会長 

全大阪消費者団体連絡会 飯田秀男事務局長 

全国消費者行政ウォッチねっと 拝師徳彦事務局長 

東京都地域消費者団体連絡会 奥田明子代表委員 

東京都地域消費者団体連絡会 内藤裕子副代表 

東京都地域消費者団体連絡会 西澤澄江中央委員  

（事務局） 

    小田審議官 

 

４．議事 

（１）開 会 

（２）消費者委員会の活動状況等に関する意見交換 

（３）閉 会 
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≪１．開 会≫ 

 

○河上委員長 本日は、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。ただいまから、「消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会」

を開催いたします。 

 最初に、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○小田審議官 お手元の議事次第に配付資料一覧を載せてございますので、御確認いただ

ければと思います。 

 資料１は、主婦連合会から御提出いただいている資料です。委員には差しかえ版を配ら

れているかと思います。 

 資料２は、全大阪消費者団体連絡会からの御提出資料です。 

 資料３は、全国消費者行政ウォッチねっとからいただいている資料でございます。 

 資料４は、東京都地域消費者団体連絡会からいただいている資料でございます。 

 資料５は、消費者団体ほか関係団体等との意見交換会出席団体、これは私ども事務局で、

一連のヒアリング、意見交換会の予定等を記しているものでございます。 

 もし不足がございましたら、事務局の方に申し出ていただければと思います。 

 

 

 

≪２．消費者委員会の活動状況等に関する意見交換≫  

 

○河上委員長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 消費者委員会では、今後の運営改善の参考にするために、消費者団体ほか関係団体等か

ら御意見を伺いますとともに、委員と意見交換会を今年も開催していきたいと考えており

ます。 

 本日はその第２回目といたしまして、主婦連合会の有田芳子副会長、全大阪消費者団体

連絡会飯田秀男事務局長、全国消費者行政ウォッチねっと拝師徳彦事務局長、東京都地域

消費者団体連絡会奥田明子代表委員、同内藤裕子副代表、西澤澄江中央委員の皆様にお越

しいただいております。 

 皆様におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 まず、皆様から最近の主な活動状況を御紹介いただいた上で、今後の消費者委員会の活

動にどういうことを期待するかということなどについてお伺いいたしまして、その後、委

員との意見交換をさせていただきたいと考えております。 

 まず初めに主婦連合会の方から説明をお願いいたしますが、恐縮ですけれども、５分ぐ
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らいの時間でお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

○主婦連合会有田副会長 今日は、差しかえ資料と機関誌を２部お持ちいたしました。時

間がない中ですので、これをお読みいただければということで報告にかえさせていただこ

うと思ったのですけれども、一つだけ、「主婦連たより」の４面を見ていただきたいのです。

「化学物質何ジャ問ジャ」いうところがあります。差しかえ資料の中に、エネルギー政策

の在り方検討、食品、化粧品などの安全性、表示の問題点の調査と改善提案という２番目

のところを、少し重点的に説明させていただきたいと思います。この号の何ジャ問ジャは、

消費者庁からコチニール色素に関する注意喚起が出されたことをもとにして、ここのとこ

ろは毎月、私の方で書いていますけれども、問題提起と、後につながる「消費者委員会の

活動に期待すること」につなげていきたいので、ここを主に取り上げていきたいと思いま

す。 

 問題点として、これは後でお読みいただきたいのですが、「表示の徹底と、医薬部外品、

化粧品のたんぱく質含有量の規制が必要なことは間違いありません」と結んでいます。次

の号にもやはり同じようなことを書いています。化学物質の問題というのは消費者委員会

では余り取り上げられないのかもしれません。私どもは化粧品の安全性、特に表示の問題

点の調査と改善提案などを行っています。あとは主に、規格基準への消費者の声の反映の

ための調査と提案ということで、新聞の方は後でお読みください。 

 また、被災地支援活動として、福島の生産者の野菜を取り寄せたり、生産者に直接四谷

の主婦会館のフロントのところで販売をしていただくという形で活動支援をしています。 

 次に、「消費者委員会の活動に期待すること」ということで、これからはここを重点的に

お話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 監視機能の強化ということで、これは３月か４月に主婦連として意見を出していると思

うのですが、消費者委員会というのが、そもそも消費者の意見が直接届く透明性の高い仕

組みであって、消費者問題について調査審議し、建議等を行うとともに、消費者庁や関係

省庁の消費者行政全般に対して監視機能も有する独立した第三者機関ということは、皆様

が十分御承知のことですけれども、ほかの行政機関にはない「監視機能」をもっと強化し

てくださいというのが要望です。期待もしております。 

 事務局体制の強化ということで、消費者庁・消費者委員会創設時の３つのテーマである

「安全」「取引」「表示」の問題に精通した事務局体制の拡充と強化が必要ということで、

これについてはなかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、ここのところは是

非よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、広報、公聴体制の整備。ここも非常に期待するとともに強く申し上げたいの

ですが、「消費者の声で動く、消費者のために働く組織」となるには、消費者からの意見・

要望等の公聴体制を整える必要があります。いろいろなところで公聴会も開催されている

ことは十分承知しておりますけれども、ホームページなどで意見をくださいなどの項目は

ありますが、それに対して申出制度を導入して、消費者の意見や要望、どんな人でもこの



 3

ことについて意見を、ここで検討してほしい、建議してほしいということに対して、建議

できない理由とか、このことについてはこういう理由があるとか、例えば EU などで、化学

物質など申出があるときには 45 日以内に回答するというようなことがあります。45 日と

いうのはたまたま一つの例ですけれども、今後、「消費者委員会で審議できる、できない、

このことに関してはどう思う」ということも含めて、何らかの形で回答を出す形にしてほ

しいと思っています。 

 ここは特別に期待するところですけれども、どういう形で意見を取り上げているかとい

うことがちょっとわかりにくいというところもあります。ただ、今回の電気料金の値上げ

については、非常にいいまとめというか、出していただいていて、それに対しては非常に

うれしくも思ったのですけれども、申出制度等回答についての今度の検討というか、実施

をしていただきたいというふうに思います。 

 消費者からの情報収集体制の整備といたしまして、「自ら調査」と。１期目の消費者委員

会は主婦連の事務局長が委員をやっておりましたので、自ら調査というのを強調してきて

ほしいということでした。それぞれの委員の方はお忙しいと思いますので、自分が直接動

くということではなく、例えば先ほどのコチニール、化粧品で口紅にコチニールを使って

いるところが、純度が高ければアレルギーは出ないけれども、ほかのものについて純度が

決まっていないのであれば、ここはやはり消費者問題として検討すべきではないかという

ような感覚を持って、自ら調査といいますか、調べた上で、これは消費者問題だというよ

うな形で建議につなげていただけるように望んでいます。 

 その他といたしまして、消費者契約法に関する調査作業チーム、電気料金問題検討ワー

キングチームもそうですが、それぞれは非常にいいまとめが出されているけれども、検討

内容がオープンにされていないことに対して、消費者団体としては、透明性、情報開示と

いうか、経過も含めて傍聴ができる形にしていただきたい。いつの間にかチームができて

いる。タスクチームでとりあえず何かをつくって、その後、この消費者委員会全体で検討

するということであれば一つの考え方かもしれません。その手前であればいいのですが、

何か結果が出てきてということでは、どのような検討がされたのかというのがわかりませ

ん。開かれた消費者委員会を望んでおります。どうぞよろしくお願いいたします 

 以上です。 

○河上委員長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、全大阪消費者団体連絡会からの御説明をお願いいたします。 

○全大阪消費者団体連絡会飯田事務局長 飯田です。 

 資料２をごらんください。１番目が、当会が主に取り組んでいる最近の活動という形で

６点に整理しています。 

 当会は創立して今年で 40 年を迎えます。大阪府の幾つかの審議会の委員もしておりまし

て、その関係で調査活動あるいは提言活動を大阪府に対して行っている、そういう活動が

①、②、③辺りまで続いております。消費者行政にかかわる点、ゴミ問題にかかわる点、
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食の安全・安心、あるいは条例や推進計画にかかわる点があります。 

 ④、⑤、⑥は、府内というよりも全国的なテーマに基づいて行っているものであります。

TPP の事前交渉については非常に関心を払っておりまして、他団体と協力をして、参加し

ないようにという立場で運動を進めています。 

 消費税の増税を中心とした社会保障・税一体改革の問題についても、反対をする立場か

ら運動を進めてきております。 

 最後ですが、原発・エネルギー問題についても発信しております。近畿エリアのほかの

消費者団体とともに、管内の関西電力や大阪ガスと、毎年、定例の懇談会を開いています。

過去には、円高差益の還元問題や電気料金の値上げ問題でかなりやり取りをしてきた実績

がございます。今後も、その料金問題についてもコメントをしていこうというふうに考え

ております。 

 ２番目の委員会の活動に期待すること、３点挙げています。主婦連さんと重複する点も

ございますが、一つは、監視機能を特化するくらいのつもりで強化をする、こういうこと

を期待したいと思います。ほかの審議会、検討会等でも議論が途上になっていますが、審

議会機能を一部返上してでも監視機能に特化する、そういうことを目指すべきではないか

というふうに考えております。 

 ２つ目が体制の問題です。これは発足当時からの問題にもなりますけれども、３ケタの

事務局体制をとるぐらいの構えが必要ではないかと思います。 

 ３点目が事故情報の分析把握の点です。これは、現在の委員会がどういう形でやられて

いるか詳しくは知らないのですけれども、やはり自ら生の情報に接して自らの価値観で分

析をする、こういうことが必要ではないかと考えております。 

 その他で２点ございます。１点目がアレルギー物質の混入問題ですが、消費者庁のリコ

ール情報の食品分野の公開情報によっても、アレルギー物質の混入問題というのは少なく

ありません。輸入食品のアレルギー物質の混入問題は、実際には輸入検疫では検査がされ

ていないのです。それは表示の問題ともかかわるので、国内に流通した段階で、それがち

ゃんと表示されているかということが一義的な問題になりますので、検疫所では検査をさ

れていません。ですが、一たん国内で流通したものが輸入食品に焦点を当てて保健所で検

査をされているかというと、されていないのです。国内製品については、例えば大阪府で

あれば、年間 50 件の検査をするというアレルギー物質の検査体制がありますけれども、輸

入食品は製品の仕様書が追跡できないものですから、余り問題意識がないわけです。 

 そういう問題がありますが、一たん事故が起こりますと重篤な問題になってしまうとい

うことで、何とか輸入検疫の段階において検査体制が何らかの形で整備できないものかと

いう問題意識を持っています。 

 ２点目は、裏面と２枚目のところに少し挙げましたが、基準財政需要額と実際の決算額

がどれほど乖離しているかということを大阪府内の自治体で計算してみたものです。直近

のデータでは２枚目が昨年度の数値ですが、右側から２つ目の欄のところを縦に見ていた
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だきますと、三角がついている自治体は、基準財政需要額を自主財源が満たしていない自

治体です。つまり、ほとんどの自治体で基準財政需要額を満たしていないことがこれでわ

かります。 

 ７月 24 日の委員会の建議の中にも、問題意識に少し触れてありますけれども、現場にこ

れを持ち込んでも、全然意味がないといいますか、自治体の消費者行政の窓口にこのこと

を持ち込んでもほとんど関心を持ちません。というのは、この乖離を根拠にして予算折衝

はできないからです。現場ではそういう認識になっております。しかし、消費者庁は倍額

にしましたと、こういう政策を持っているのですけれども、現場との齟齬が起こっており

ます。 

 この問題をどうしたらいいのかということですが、自治体の首長にこういう認識を持っ

てもらうことが必要ではないかと思います。そういう点では、私どもは大阪府内の自治体

で試算しましたけれども、全国データがあってもいいのではないかというふうに私は思い

ます。出すだけの時間的な余裕が私どもにはありませんので、今は出していませんが、計

算式は、補正係数がわかれば全部出せますので、労力さえかければそんなに難しくないと

いうふうに考えています。そういう点では是非チェックもしていただきたいと思っていま

す。 

 以上です。 

○河上委員長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、全国消費者行政ウォッチねっとから説明をお願いいたします。 

○全国消費者行政ウォッチねっと拝師事務局長 全国消費者行政ウォッチねっとの拝師で

す。 

 資料３でレジュメを用意させていただきました。私たちは、今、３周年記念の集会に向

けて消費者行政評価などをやっています。消費者委員会にもお伺いさせていただいてヒア

リング等をやっている最中ですが、今日はテーマを絞って、不招請勧誘の禁止についての

取組について御紹介とお願いということで、１点だけに絞ってあります。 

 訪問販売とか電話勧誘被害の実情についてはデータ的なものなので、細かい説明はしま

せんけれども、訪問販売被害件数自体は若干減っている。ただし、高止まりが続いている。

それに対して電話勧誘の方は非常に増えている。しかも、最近は高齢者の方が狙われて被

害額が高額化しているという特徴があって、何とかしなくてはいけない大きな問題だろう

というふうに思っています。 

 そういう現状を受けて我々ウォッチねっとでは、カラーでコピーしていただいていて、

実物はもっと小さいのですが、訪問販売お断りステッカーというのを作成して販売をして

います。問題意識は、これまでの訪問販売お断りステッカーは単純に訪問販売お断りと書

いてあるだけだと。消費者庁側の見解としては、訪問販売お断りステッカーについては、

意思表示の対象や内容、表示の主体や表示時期等が必ずしも明瞭でないため、特商法にお

いては契約を締結しない旨の意思の表示に当たらないということを、行政解釈として示し
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ているという状況です。 

 それに対して我々としては、せっかく特商法の方で再勧誘禁止規定が入ってきたのだか

ら、このステッカーなども利用して何とか訪問販売被害を防ぐことができないかというこ

とで、先ほどの消費者庁の見解に対して、もう少し特商法的にも対応できる形で工夫がで

きないかということで、誰が誰に対してどういうことについて断っているのかというのを

明示した中身のステッカーをつくりました。それをこれまで販売してきて、２万 2,409 枚

ということですが、そこそこ使っていただいているということです。 

 そういう取組があって、この前、消費者庁と意見交換会があったので、ウォッチねっと

の方でつくったスタイルのステッカーについて、特商法上の拒否の意思表示に当たる余地

があるのかどうかということで改めて確認をしたのですが、結局、消費者庁としては同じ

ことしか回答しないわけです。我々が工夫した点について答えてくれないというのが現状

でして、行政解釈として何も変えないというのは非常に不満に思っています。 

 そこで消費者委員会の方で検討していただきたいのは、一つは、現状の特商法の法制の

中で、貼れば即拒否の意思表示に当たって、それに違反すれば即行政処分という建付けは

難しいと思います。勿論、貼り方もあるし、業者のアプローチの仕方とか、個々のケース

によって違うというのはわかるのですが、消費者側が自分の生活を守るための方法として、

ステッカーを買って現に貼っている方がいるわけです。それに対して行政の方が何も答え

ないというのは、非常に問題があるというふうに思っています。 

 その辺の行政解釈の在り方についての意見になるのか、あるいは、再勧誘禁止規定があ

ってもなかなか効果がないということであれば、もっと抜本的な不招請勧誘の禁止そのも

のを検討する。ちょうど特商法の方では、訪問買取りについては不招請勧誘禁止が入って

きているわけです。それを訪問販売の方にも広げるかという辺りまで、突っ込んだ検討を

する時期に来ているのではないかというふうに思っておりまして、是非、この辺を御検討

いただきたいと思います。 

 順番が前後しますが、ちなみにレジュメの２ページ目、「Do Not Call 制度」という制度

がアメリカでありまして、それについても勉強会をやりました。電話勧誘の防止の制度と

して、電話勧誘を行う業者が、あらかじめ電話勧誘を受けてもいいですという人の名簿を

買い取るという制度です。ちょっと変わった制度で、こういうものもどうかなと思ったの

ですけれども、いろいろ意見交換をして、結局、その名簿がもし悪い業者に出回ってしま

ったとき、情報というのは取り返しがつかないですので、ちょっとリスクが大きいのでは

ないか。それだったら、訪問販売と電話勧誘販売も初めから不招請勧誘禁止とやってしま

った方がすっきりするのではないかということで、Do Not Call 制度も一つは参考にはな

る制度だと思いますが、我々としては不招請勧誘禁止、現行法では何とかこのシールを生

かして、被害を防げるような形で行政も協力していただきたいというふうに思っています

ので、消費者委員会でも取り上げて御検討いただければと思います。 

 以上です。 
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○河上委員長 どうもありがとうございました。 

 最後に、東京都地域消費者団体連絡会から御説明をお願いいたします。 

○東京都地域消費者団体連絡会奥田代表委員 今日はお招きいただきまして、ありがとう

ございます。私ども、今日は３人で参っていますので、私がまず、私たち東京都地域消費

者団体連絡会の日常の活動を紹介しまして、要望などは次の二人でしますので、よろしく

お願いします。 

 添付しました資料は日常の活動を紹介した資料です。今日の要望とかそういうこととは

関係のないものです。 

 まず１つ目が、「消費者から見た情報展」というのを毎年６月の末にやっています。この

５年間ぐらいのテーマを資料につけました。パネルをつくりまして、通りを行く人とセッ

ションをやるというのが趣向です。 

 ２つ目が、「レジ袋 NO デー」。毎年 10 月 5 日に、各都内のスーパー100 店近くに出向き

まして、同じ時間にレジを通るお客様がレジ袋をもらったか、もらわなかったかという調

査をやっています。去年、10 回目を迎えまして、そろそろお開きにしようかということに

なったのですけれども、こういう具体的な調査の数字というのはなかなか得られないから、

企業の方から是非続けてくださいという要望もありまして、とりあえず、今年も 10 月 5

日にレジ袋 NO デーの調査をやることになっています。 

 ３つ目が、1 年ごと包装協会が開いています「暮らしの包装商品展」というのに参加し

まして、消費者が選んだグッド包装パッケージということで展示をするのですけれども、

それだけではなかなか見ていただけないので、アンケートをやって、アンケートをやりな

がらその商品を説明しつつ、意見を交換してというやり方で包装商品展に参加しています。

そのアンケートの結果が公表になっていまして、今、その結果をあちこちで発表している

ところです。 

 以上、3 つが、私たち独自にやっている事業ということです。要望につきましては、ま

ず西澤から。 

○東京都地域消費者団体連絡会西澤中央委員 今回、消費者委員会との懇談会ということ

でございますけれども、消費者委員会というのは消費者庁のお目付役であるという位置づ

けのもとに、私は今回、消費者庁についての要望を述べさせていただきたいと思います。

今回、消費者庁長官がお代わりになりました。記者会見を拝見しておりましたら、このた

び職員を地域の消費者センターに派遣して実態を勉強してもらう。そういう発言をされま

したので、これは私たちは大賛成だということで、今までの方とは違うのではないかなと

いうことを感じました。 

 今までの消費者庁の職員というのは各省庁から集められた職員が多くて、執行者の集ま

りのような感じがしていました。執行者というのは２、３年たつともとの古巣へ戻るとい

うことで、もとの古巣の反対することを消費者庁で決定することはなかなか難しいのでは

ないか。そういう考えでこちらの方から見ておりましたのですけれども、このたび、そう
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いうことをしていただくに当たりまして、消費者庁の生え抜きの職員を是非育成していだ

たきたいということが、むくむくと気持ちがわいてまいりました。 

 消費者庁が創設以来、主婦連さんからもお話がありましたけれども、決定した事実が皆

さんのところに、このように決まりましたよということがすぐに戻ってくるということが

なかったわけです。最初の創設の目的というのは、横の連絡をなくして消費者庁で物事を

解決して、素早くそれをバックさせたいからということでできたと、私どもは解釈してお

りました。ところが、それがなかなか実情としてありません。要するに、許認可権が消費

者庁に少し移っておりますけれども、その許認可権をいまだにもとの省庁が持っていらっ

しゃいます。持っていらっしゃいましてというのは、私たちが思うわけです。それに遠慮

しているのか何か、余りはっきりとした消費者庁の決断ができていないような気がいたし

ます。ですから、私たちとしましては、消費者庁はこれからどうやっていくのだろうとい

うことがとても心配になっておりました。そこで、先ほど言いましたように、各省庁の職

員の寄り集まりではなく、消費者庁の生粋の職員を育てていくのが一番大切ではないかと

思っております。 

 私は今回、目黒区の「消費者友の会」というところから都地消連に参加している団体の

一人として、地元の活動も兼ねて報告させていただきたいのですが、都地消連というのは

地元のそういう消費者団体が集まってできているところなのです。私は目黒区に 50 年来住

んでおりまして、40 年間ほど、地元の区の消費者センターと共同していろいろな活動をし

てきておりますものですから、消費者関係の節目の年の 50 年史とか、30 年史というとき

に、消費者グループ連絡会ですとか、消費生活展とか、そういう節目のときにもかかわっ

てまいりました。 

 そのときに一番話題になるのが、東京都から派遣されてきて目黒区で実態を把握してい

ただいて、弱点を見いだしていただいて、弱点を強化して東京都に帰っていくという派遣

制度が前にありました。その方たちが来て初めて、目黒区で新しい職責をつくって、そこ

に携わってくださった。例えば消費担当主査とか、消費係長とかいうのが初めて目黒区で

できたときに、そこに座っていただいたのが東京都から派遣されてきた職員だったわけな

のです。その職員が東京都に帰られてからも、本当に立派な出世をなさっていらっしゃい

ますから、それだけの実績を残してきたということが評価されているのだと思います。 

 なぜ私がこんなことを申し上げたかといいますと、消費者庁が何のためにできたかとい

う原点に戻っていただきたいという気が、ここのところ、すごくしているわけです。何の

ためにできたか、現在の弱点はどこにあるのか。何が必要か。そして、消費者の目線に立

って解決に向かっているのかということを考えていただきたい。そうしましたら、主婦連

さんと同じように、私どもの団体も、微力ながら、消費者庁が大きく育つような後押しは

したいと思っております。都地消連というのは、先ほどから申し上げておりますように地

元に団体が根づいておりますものですから、自ら調査をなさるとしても、私どもも東京都

の地域的な意見は集約できるのではないかと自負しております。 
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 以上でございます。 

○東京都地域消費者団体連絡会内藤副代表 内藤と申します。 

 今日は、こういうところに来て、私ども消費者団体が先生方とお話しできるということ

は画期的なことではないかと思って、大変期待しております。特に、うちの団体の説明が

ありましたけれども、私どもは東京都の地域の消費者グループがつくった連絡会です。活

動の主は、地域の消費者団体として消費者行政をどういうふうに覚醒化していくかという

ことに力を入れて、行政と企業と一緒に地域で活動することを主眼として来ています。で

すから、問題になるのは本当に身近な問題。ゴミ問題から始まって環境問題、そういうふ

うな具体的なことをいろいろと地域で話し合って、そこで問題を解決していくというやり

方をしてきました。 

 私どもが連絡会をつくったのはもう 40 年前になりますが、その当時から各地域に消費者

グループがかなりありまして、非常に元気だったんですね。行政ともども、今、消費者行

政として何が問題なのかということについては、地域の行政、団体を含めて消費者行政と

いうことを話し合いをしました。そういう機会があって、私たちが日常の暮らしの中で非

常に問題になっている、困っているということを地域の消費者行政の中に取り入れていた

だいて、それから解決していった。そういう活動の中で何十年もやってきましたので、私

たちが暮らしの中で問題になったことは、地域では、その問題が大きいか小さいかはあり

ましたけれども、受け入れられたというふうな自負があります。 

 そういうふうな活動の経過がありまして、消費者団体というのがこれだけできてきたの

ではないかと思います。ただ集まってやっていても、問題の解決にならなければ参加する

人は少ないです。今はちょっと数は少ないですが、東京都の地域消費者団体ができたとき

は、地域の 27 の団体が連絡していましたので、東京都全体の地域のことがわかったという

ふうな経過があります。そういうふうな活動をしてきて、それを全体にまとめたのを今度

地域で生かす。その地域も各区・市レベルだけではなく、やはりそれは都へ持っていく。

東京都の問題だというときは東京都にも話を持っていきました。東京都で解決しないこと

は国に持っていく。そういう手順というか、そういうふうな機会があったんですね。私ど

もが消費者団体として消費者活動に力を入れて、四十数年もやってこられたというのはそ

ういう経過があったからです。 

 消費者庁ができる前、私どもが消費者行政として話し合いをするのは内閣府というのが

ありまして、内閣府としてお呼びいただいて意見を言っていた。地域の消費者の声が内閣

府の方にまでつながっていたという、そういう自信はあったんですね。そこのところの力

がちょっと弱くなったのか、地方行政も予算の問題でどんどん縮小されていった。そうい

うところで消費者庁ができましたので、非常に期待していたのですが、私たちの消費者活

動をやっていく上では、はっきり言って、消費者庁には伝わっていなかったというのを感

じています。これをこのまま終わりにしてはいけない。どういうふうにしたら、国の政策

の中に私たちの活動してきたことが伝わってくれるのかということは、これから大きな期
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待でもありますけれども、それは、私たち地域で消費者運動をやっているグループとして

は成功させなければいけないのではないか。多分、活動をしている人はみんなそのつもり

で活動を続けていると思います。 

 現在のように消費者庁がこういう組織になって、消費者委員会というので、皆さんが自

由に意見を言えるというふうなことがあるので、非常に期待しておりましたけれども、最

後に、残念なことをひとこと言います。傍聴をさせていただいていたのですが、委員会で

議論されたことが本当によくわからない。どういうふうな議論になっているのかわからな

い。ただ委員会では意見の言い合いになっただけではないか、というのが素直な感じです。

これからはもう少し委員会としては、先生方も含めて、いろいろな方も含めて、議論をし

ていく委員会に消費者庁が発展していってくれなければならないと思っています。 

 一番のもとは、やはり消費者教育なのです。教育というと文科省みたいになりますけれ

ども、消費者行政というので消費者教育に力を入れなければ、いくらいろいろないい政策

を立てても成功しないです。ですから、消費者教育に力を入れる消費者庁であってほしい

なと思っています。 

 以上です。 

○河上委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 山口委員、どうぞ。 

○山口委員長代理 御意見、ありがとうございました。肝に銘じたいと思います。 

 それで、飯田さんに御意見を伺いたいのですが、先ほどのレジュメで「事故情報を的確

につかむ仕組みを整える」と書いてあります。財産的な被害と健康被害とまた違う面もあ

ると思いますが、ここではどちらの面をおっしゃっているのか。今、食品表示の一元化の

問題が議論されていて、消費者庁の方で一定の方向が出ているような、出ていないような

状況です。端的に言うと、食品Ｇメンなどのマンパワーを活用しないと、食品の分野につ

いての生の情報を自ら調べて分析してどうこうというのは、できないのではないかと思い

ます。 

 これは趣旨として、消費者委員会にやれと言われましても、実際問題、ただでさえ事務

局がないところで、事故情報を的確につかんでそれを分析する仕組みというのは、委員会

ではなかなか難しいのではないかと思います。その辺はどういうふうにお考えになってこ

ういう提起をなさったの、御意見をいただければと思います。 

○全大阪消費者団体連絡会飯田事務局長 現行の委員会を想定しているわけではないんで

すね。①から言っている、本来果たしてほしい役割を備える、そういう観点から申し上げ

ているわけでして、現行の委員会の力量では多分無理だと思うのです。 

 それから、情報の範囲ですけれども、特に財産分野とか契約分野というふうに限ったこ

とではありません。すべての事故情報というふうに想定をしています。現行は、委員会は、

こういう情報がどの程度あるのか、どういう情報があるのかということを、消費者庁なり
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にボールを投げて、それが返ってきたものについて、いわばフィルターがかかった情報と

してご覧になっているのではないかというふうに私は思うわけです。 

○山口委員長代理 メインは国センですね。 

○全大阪消費者団体連絡会飯田事務局長 そうですね。フィルターがかかったレベルでは

なくて、自らの価値観でその情報に接して、監視機能を発揮するためにはどういうふうに

その情報を見たらいいのか、分析をしたらいいのか。あるいは、追加情報としてどういう

アプローチをしたらいいのか。委員会の事務局でそういう蓄積をしないといけないのでは

ないかというふうに私は思っています。そういう点では、来年度どうかというよりも、中

長期的な話になりますけれども、そういうことを想定して体制を持っていく、あるいはそ

の仕組みを整える、こういうことが必要ではないかというふうに思います。 

○河上委員長 事務局としても、マンパワーの限られた中で調査班というのをつくりまし

て、必要に応じて自ら調査をするという作業もやってはいますけれども、なかなかこの体

制で、十全なところまでは勿論できていないということで、今後の課題だと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 夏目委員、どうぞ。 

○夏目委員 ただいま、全大阪消費者団体連絡会様からも、消費者委員会は監視機能を発

揮することに重点を置くべきで、許認可を含む審議機能は消費者庁に移してでも監視機能

に力を注ぐべきだという御意見でした。そこまでは言わないのですけれども、主婦連合会

さんの方も、消費者委員会の役割は何かというと、一義的にはまず監視機能の強化という

ことをおっしゃっていらっしゃいます。審議機能との関係というのは、今、国センの在り

方のところでも審議されているところでございますし、消費者委員会の中でも議論をして

いるわけです。主婦連合会としては、審議会機能と監視機能の在り方といいますか、その

辺についてはどういうふうにお考えでしょうか。聞かせていただければと思います。 

○主婦連合会有田副会長 申し訳ありません。ここのところは、私の個人的な意見は、監

視機能だけを強化していただきたいということですので、審議という言葉をここで書いた

主婦連全体の考え方というのは、審議機能というのはちょっと言葉のあやというか、何と

も答えにくいので、申し訳ありません。というのは、それぞれ期待するところに幅があり

ますので、ここがこうであればということは、私の方ではお答えしにくいところがありま

す。申し訳ありません。 

 それから、委員の方々から私たちが質問されるということだとは思いますけれども、逆

に私たちから質問してもよろしいのでしょうか。 

○河上委員長 どうぞ。 

○主婦連合会有田副会長 実は、先ほど化学物質のことを申し上げたのは、家庭用品に関

しては、要するにそれぞれすべて化学物質ですので、その中で例えば自ら調査ということ

は、スタッフなど、それぞれの限界がある中で、すべてのことを調査するのは難しいとい

うこともおっしゃったのですが、例えば、コチニールの問題、それから有機顔料の中に PCB
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が発生するという問題がある。それは経済産業省、厚生労働省、環境省で検討しています。

けれども、それとは別に、命令というよりも、消費者委員会で、これはどうも法律の縦割

りの中で隙間事案になる可能性があるのではないかというふうに思われて、検討するとい

うことは考えられていないのでしょうか。例えば玩具だったら食品衛生法ですけれども、

化粧品で口紅なら薬事法だったり、いろいろ違いますね。それは勿論、省庁があるけれど

も、消費者委員会の方で、これはやはり取り上げるべきだとか、提案なり建議をするとい

うことは、今まで多少委員から声が出たりはしているのでしょうかという質問です。 

 それから、建議と提案というか、これは委員長が４月くらいにまとめられたのだと思い

ますが、必ずしも建議を多くすればいいというものではないかもしれませんけれども、建

議が少ないような気もします。それはどうしてでしょうかという質問です。以前より少な

くはなっていないわけですか。 

○河上委員長 建議そのものとか意見は、むしろかなり活発に出している方だと思います。 

○主婦連合会有田副会長 失礼いたしました。 

○河上委員長 もう一つ、審議会機能と監視機能との関係です。実は、監視をしようと思

いますと、現実が一体どうなっているかということをまず見て分析をして、あるべき方向

はどうかということも考えた上で、今やっていることに対して、ここはこうすべきではな

いかという提言をしないといけないということになりますと、８割方は実は審議会的な作

業が前提になって初めて、監視機能としても有効な提言ができることになります。監視機

能に特化しなさいというふうに言ったときに、審議会的な作業がゼロになるということは

ほとんどあり得ないと思います。その辺がちょっと誤解されているところがあって、両方

が必要だということなのです。 

○主婦連合会有田副会長 ですから、とらえ方。つまり、審議機能というのをどういうふ

うに見ているかということで言えば、審議をして監視するということは十分理解をしてい

て、そこをどういうふうにそれぞれの団体、個人も含めて見ているかということで、審議

をしなくていいという話をしているわけではないということです。 

○河上委員長 もう一点、先ほどコチニールの話で出てまいりましたけれども、消費者委

員会として、例えば隙間に落ちてしまいそうな問題が仮に明らかになった場合は、勿論、

それについて提言することはあり得ます。現にまつ毛エクステとかいろいろなことがあり

ました。あれは医療法にかかわるのではないかという話と、別の通常の産業の問題として

いくのではないかとか、ほかにも薬事法とか、いろいろなものと関係するものに関して落

ちそうな場面が出てきたときに、消費者委員会としてきちんとした対応をしないといけな

いというので、いろいろな省庁を呼んで、結果的には消費者庁に対して、それに対する対

応を要請するというやり方になりますけれども、我々としても、そういうものを取り上げ

ることは十分にあり得るということです。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 川戸委員、どうぞ。 
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○川戸委員 今日はどうもありがとうございました。私は食品問題に関心が深いので、飯

田先生にお伺いしたいのですけれども、具体的に輸入食品のアレルギー物質混入に着目し

た検査体制の検討と書いてありますが、具体的な被害とかそういうものは把握していらっ

しゃるのでしょうか。その辺をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○全大阪消費者団体連絡会飯田事務局長 輸入食品にアレルギー物質が混入していたがた

めに何か事故が起こったというのは、多分そんなに報告されていないと思います。私も余

りニュースに接したことはないのですけれども、例えば表示部会の中村幹雄先生が、何件

か事故が起こっているという形で問題提起をされています。詳細については、私はここで

言うほど暗記していませんけれども、そういうことがあるのと、国内においても、表示漏

れという形でリコールの情報がたくさんございます。 

 そういう点から察すると、輸入食品の中にもそういう事例はあるのではないのか。しか

し、国内に流通する輸入食品の検査体制はないに等しいわけなので、要するに顕在化して

いない可能性があるのではないかというふうにも思っています。 

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

 吉田委員、どうぞ。 

○吉田委員 拝師先生にお伺いしたいと思います。不招請勧誘禁止については、私も消費

者の権利と利益を守るためには是非必要なものであると思っています。不意打ち性が高か

ったり欺瞞性が高いビジネスモデルについては、適切な規制をしていくことが消費者の利

益・権利を守ることにつながると考えますが、一方で、現に電話勧誘がこれだけあり、訪

問販売もこれだけある中で、いきなり規制を導入することに対する事業者側からの反発は

非常に大きくて、導入にはハードルが高いのではないかと思っています。そのハードルを

乗り越えるべくアイデアがあれば、お考えをお聞かせいただければと思います。 

○全国消費者行政ウォッチねっと拝師事務局長 やはり実態調査をきちんとやることがま

ず大事だと思っていまして、PIO-NET 等に上がってくるデータもありますけれども、そこ

に上がってこない被害、あるいはアプローチというのはものすごくあると思うのです。大

体どこの家庭でも電話勧誘に遭ったことがない人の方がむしろ珍しい。訪問販売について

も相当来ていると思います。そういう実態について、どのくらいアプローチを受けていて、

被害に遭ったと認識している人がどのぐらいいるのか。それに対して消費者の方がどうい

う意識を持っているのかというのを、きちんと調査をする。消費者で、訪問販売や電話勧

誘販売を喜んでという人はまずいないと思いますので、そういうところの調査、裏づけを

立法事実としてきちんととっていくことがまずは重要かなと思います。 

 あとは、消費者団体等と消費者委員会などが上手にタイアップして、タイムスケジュー

ル感なども、できればすり合わせをしながら進めていく必要あるのではないか。特商法は

再来年ぐらいが見直しの時期ですかね。前倒しすると、いつぐらいまでにそういう調査を

終えて、行政の方である程度方針を決めていくというのが逆算すると出てくると思うので、

そういうものも考えながら、実態調査のタイミング、建議なら建議を上げる、我々として
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は署名をやったり、地方議会から意見を出してもらったり、そういういろいろな運動のツ

ールがありますので、そういうものを一緒にやっていくことが必要かなというふうに思い

ます。 

○吉田委員 ありがとうございました。御参考までにですけれども、３年ぐらい前でしょ

うか、盛岡市で市民の意識調査をしたときに、９割以上の市民が、いいとか悪いを抜きに

して、電話に関しても訪問に関しても、とにかくいきなり来て営業をされるのが嫌だとい

う結果がありますし、８割以上の市民が、それらに対する何らかの強い規制を望んでいる

という結果がありました。これを全国的に調査をすることによって、市民が嫌がっている

ことをなぜ放置していくのかということにもなっていくかと思いますから、特商法の改正

に向けて検討していく、あるいは、自治体ごとに条例化を進めていくという手法で、何ら

か取組が進めていければなというふうに個人的に思っております。ありがとうございます。 

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

 細川委員、どうぞ。 

○細川委員 都地消連の方からレジ袋の調査の結果をいただいて、これは非常にすばらし

い調査で、これを見ると年ごとに辞退する人は上がっているわけですね。こういう地に足

のついた消費者運動が、日本の消費者行政、消費者政策をつくり上げてきたと私は思いま

すので、行政は何をやる、消費者団体は何をやるというだけではなく、もうちょっとコラ

ボレーションがあっていいのではないかと思います。我々もすぐ、手足がない、手足がな

いで終わってしまうわけで、こういうところでも、例えば企画の段階から協力体制をしい

て、消費者団体がやれるところ、こちらがやれるところ、あるいは、消費者団体がこうい

う地道な調査をしていただいて、そのデータをもとに消費者庁あるいは消費者委員会が建

議をするとか、うまくそれぞれの活動が連携していく。そういう仕組みづくりが、消費者

庁ができてからもうすぐ３年ですけれども、消費者目線、国民目線と言っていながら、な

いような気もします。その辺の仕組みづくりといいますか、年に１回話をするというだけ

ではなく、共に、活動の方針とか、やり方、どうすれば効率的にやれるかという辺りを考

えていく。そんなものが必要なのではないかというふうに感じました。 

○主婦連合会有田副会長 最初に申し上げたように、公聴会も開いていらっしゃるとは思

います。問題意識を持って要望や意見は主婦連合会でも出してはいますけれども、現実に

各省庁がやっていることとは別に、消費者委員会としてこれをどういうふうに考えるかと。

問題が山積しているので、一々それに応えるのは大変かもしれませんけれども、そういう

窓口というか、投書箱とか、これは何か月後かに同時進行でもやりますというようなこと

が回答をいただければ、まさに今、レジ袋のことをおっしゃったように、主婦連もかなり

いろいろな調査をしています。 

 化粧品のパーソナルケア用品の調査をしたときに、百円均一のものでしたけれども、日

本製ですが中国でつくっているものから、表示には薬事法で許可された防腐剤が書いてあ

るのですけれども、その成分は入っていなくてホルマリンが大量に出てくる。そういうも
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のも行政の担当部局に言っても、それはどこどこに行ってください、保健所からいろいろ

なところにたらい回しにされるということも経験しました。 

 そういうことも含めて、すぐにはできないまでも、ここに持ってくればこういうことだ

というふうに、委員会に上げるか上げないかも含めて分かるようにしていただきたい。そ

れこそ対立するということではなくて、コラボさせていただければというふうに思います

ので、窓口をどういうふうに考えるのかということも含めて最初に申し上げたつもりです

ので、よろしくお願いいたします。 

○河上委員長 どうもありがとうございました。まだまだ議論が尽きませんが、残念なが

ら時間が来てしまいました。 

 予算や人に絡む問題もございますけれども、いただいた御意見一つひとつを大事にして、

消費者委員会としても改善をしていきたいと思います。特に、消費者委員会がどういう考

え方を持って提言や議論をしてきたかということについて、まだまだ見えにくいという御

意見がございますので、その辺は、広報の仕方も含めて改善を更に進めていきたいと思い

ます。 

 山口委員、どうぞ。 

○山口委員長代理 どこまでお話ししたらいいのかちょっとあれですけれども、消費者委

員会として年内の大きな建議のテーマとしては、健康食品について、現在の表示・広告の

在り方は今のままで決していいとは思わないので、何らかの形で調査・検討して意見を出

したいと考えておりますので、是非また意見をいただければと思います。 

 それから、これもまた難しいのですが、詐欺的投資勧誘、先ほどお話があった高齢者に

向けた財産被害をどういうふうにしたら抑制できるのか。ここも検討していかなければい

けないということで、これは年内か年度内には何らかの形で意見を出したい。 

 更に、今回、消費者教育の法案が採択されましたけれども、消費者教育の在り方をどう

していくのか。これこそ消費者庁とも相談しながら考えていかなければいけない。テーマ

は山ほどありますが、とりあえずはそういうことも考えておりますので、また、意見を伺

う機会を是非いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

 

 

≪３．閉 会≫ 

 

○河上委員長 それでは、最後に事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○小田審議官 お手元にお配りしています資料５にございますように、関係団体との意見

交換会、次回は９月４日の 16 時から、資料にあります団体との意見交換を行います。よろ

しくお願いいたします。 

○河上委員長 それでは、大変短い時間で恐縮でございますけれども、本日はこれにて閉



 16

会とさせていただきます。 

 お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。 


